要綱第６（４）その他教育委員会が必要と認める書類
久慈市地域クラブ認定要件確認書

下記の認定規定の左側□に　☑　を入れてください。

地域クラブの組織に関すること
· 生徒が、自主的に加入している団体である。
· 社会教育法、スポーツ基本法に規定するスポーツ及び文化芸術基本法に規定する文化芸術に係る活動を行う団体である。
· 民主的な運営と透明性が確保されている団体である。
· 加入者が在籍する小・中学校と連携及び協力が図られている団体である。
· 代表者、指導者及び生徒に事故等が発生した場合の補償について対策が講じられている団体である。

地域クラブの指導方針に関すること
· 部活動のこれまでの教育的意義を正しく理解するとともに、勝利至上のみに偏らないように努め、生徒の健全育成を主たる目的として活動している。
· 指導者は、教育現場にふさわしい人格と意識をもつ人物である。
· 「久慈市中学校の部活動運営方針」に沿った活動日及び活動時間を設定している。
· 生徒の発達段階や健康状態、気温等の活動環境を考慮した活動を行っている。
· 施設管理者と連携し、用具や施設の点検・管理を行い、保護者や関係機関への連絡体制を整備し、子どもの安全確保に万全を期した活動を行っている。
· 活動内容や活動実績について、子どもの所属学校と必要に応じた情報共有を行っている。
· 子どもの安全確保に努め、暴言、暴力、ハラスメント等の行為は、人権を侵害する違法な行為であることを理解し、子どもの人権を尊重して活動している。
· 子どもが、地域クラブ活動の指導について相談できる窓口の設置があることを了解し、積極的に理解を示す姿勢で活動を行っている。


令和　　　年　　　月　　　日
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